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　鹿屋市の国民健康保険事業特別会計は、医療費の増加や保険税の収納率低下などにより、収支不足が生じ基金の
取崩しや法定外繰入金により財政収支の均衡を図ってきましたが、今後も医療費は増加していくことが推測されま
す。
　このようなことを踏まえて、国保加入者の皆さんが安心して医療を受け、健やかに暮らせる環境を維持・確保して
いくため、「鹿屋市国民健康保険事業財政健全化基本方針」を策定しました。
　ここでは、基本方針の一部をご紹介します。なお、全容については、市ホームページ（http://www.e-kanoya.net/
htmbox/kokuho/zk_hosin/all.pdf）をご覧ください。

【問い合わせ】 市健康保険課　☎0994-31-1162

「鹿屋市国民健康保険事業「鹿屋市国民健康保険事業
　　　　　　財政健全化基本方針」を策定　　　　　　財政健全化基本方針」を策定

●保険税（負担）の見直し
　基本方針に基づいて、国民健康保険税率を改正しました。保険税率等の改正に当
たっては、厳しい地域経済や雇用情勢等を勘案し

　　収支不足が見込まれる約６億円のうち約２億円の解消を目指します。

●基本方針の体系

課税項目説明
○所得割＝世帯のうち国保加入者全
員の前年中の所得から基礎控除額
を差引いた額に率を乗じます。
○資産割＝世帯のうち国保加入者が
所有する土地、家屋の固定資産税
額（都市計画税を除く）に率を乗じ
ます。
○均等割＝世帯のうち国保加入者全
員に課税される一人当たりの金額
○平等割＝国保加入世帯に課税され
る一世帯当たりの金額

平成22年度
（改正前）

区分 所得割 資産割 均等割 平等割
医療分   5.84% 31.00% 16,700円 16,900円

後期高齢支援分   2.76%   8.20%   7,500円   7,100円
介護分   1.56%   8.00%   6,400円   5,200円
合計 10.16% 47.20% 30,600円 29,200円

平成23年度
（改正後）

区分 所得割 資産割 均等割 平等割
医療分   7.10% 22.50% 22,900円 20,600円

後期高齢支援分   2.74%   8.51%   8,300円   7,500円
介護分   1.46%   4.98%   6,500円   4,100円
合計 11.30% 35.99% 37,700円 32,200円

国民健康保険事業はお互いを支え助けあう制度です。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

〈保険税率表〉

高齢化などにより増加する医療費の伸びを緩和します。
・特定健康診査や人間ドック受診助成
・ジェネリック医薬品の使用促進など

景気の低迷などにより年々低下している収納率の向上
に努めます。
・「鹿屋市納税お知らせセンター」の運用強化
・口座振替加入のさらなる促進など

税率改正の検討や歳出の抑制を進めます。
・収支不足への対応（平成 23年度は税率改正で対応）
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保険税の見直し

寄附者の皆様、寄附者の皆様、
　本当にありがとうございました
　ふるさと納税とは、新たに税を納めるものではなく、「ふるさとを応援
したい」「ふるさとに貢献したい」という一人ひとりの思いを、ふるさと
への「寄附金」という形で応援していただく制度です。
　ふるさと納税により寄附をしていただく場合、所得税については２千
円、住民税については５千円を超える金額について、一定の控除を受け
ることができます。
　ふるさと納税制度には、鹿屋市へ直接申込を行う「ふるさと鹿屋応援
寄附金」と、県内市町村と県が一体となって募集を行う「かごしま応援
寄附金」があります。「かごしま応援寄附金」に寄附された場合、寄附金
額の６割が市町村に配分されます。
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使途事業 寄附者数 寄附額
①地域の資源を生かした
　「地域経済活性化事業」 13 人 817,600 円

②健康・福祉の充実による
　「すこやか ･あんしん事業」 ６人 209,000 円

③教育・文化・スポーツの振興による
　「人材育成事業」 10 人 561,000 円

④豊かな自然を次代に引き継ぐ
　「環境保全事業」 ６人 143,000 円

◆指定なし
　（いずれかの事業に活用します） 30 人 3,430,400 円

県（かごしま応援寄附金）均等割分 － 238,362 円

合　計（平成 22 年度） 65 人 5,399,362 円

平成 20 ～ 22 年度総合計  215 人 15,574,003 円

●平成 22年度事業ごとの寄附状況

 【問い合わせ】
　≪鹿屋市≫
　　◎市企画調整課（制度全般）　☎0994-31-1125　◎市税務課（寄附申込）　☎0994-31-1112
　　◎ふるさと・かのや応援サイト　http://www.e-kanoya.net/htmbox/kikaku/furusatonouzei.html
　≪かごしま応援寄附金募集推進協議会≫
　　◎県財政課財産活用対策室　☎099-286-2169
　　◎県ホームページ　http://www.pref.kagoshima.jp/hurusatonouzei/index.html


